
COVID-19対策：各種コンプライアンスの期限延長および緩和① 

 

2020 年 3 月 24 日、財務大臣は記者会見で、コロナウイルス対策のためインド全土がロックダウ

ン状態である中、企業による正常なオペレーションは難しいと判断し、税務および各種コンプライ

アンスにかかる一定の期限延長および緩和措置を行うことを発表しました。 

  

所得税およびその他直接税に関するコンプライアンス 

 

 1-  2018年度の（遅延）申告書の最終締切日が 2020年 3月 31日から 2020年 6月 30日まで

に延長され、また遅延利息も現行の 12％から 9％に引き下げられました。 

 

2- Aadhaar ナンバーと PAN の紐づけを行わなければならない期限も同様に、2020 年 3 月 31

日から 2020年 6月 30日までに延長されました。 

 

＊インド税務当局は、Aadhaar ナンバーを保有する者が 2020 年 3 月 31 日までに PAN との紐

づけを行わない場合は、その者の PANを無効とすると発表していました。 

 

3- 源泉徴収税、予定納税およびその他の税金と公課に対しては、期限の延長はなかったものの、

2020年 3月 20日以降 2020年 6月 30日までに納付される予定納税、自己申告税、通常の税

金、源泉徴収税（TDS）、源泉課税（TCS）、平衡税、有価証券取引税（STT）、商品取引税（CTT）

にかかる遅延利息が、通常の年率 12～18%から 9％に引き下げられました。なおこの期間にか

かる遅延金は発生しないことも発表されました。 

 

4-「Vivad Se Vishwas 紛争解決スキーム」における納税の最終日は、2020年 6月 30日まで延

長されました。また、当初予定されていた 2020 年 3 月 31 日以降に納付される場合の追加課金

10％も必要ありません。 

 



＊「Vivad Se Vishwas 紛争解決スキーム」とは、2020年度インド国家予算の中で発表された直

接税の紛争解決スキームで、長期にわたる直接税訴訟案件を抱えている企業ならびに個人は、

2020 年 3月 31 日までに税務署からの要求納税額（利息および 2020 年 3月 31 日までの遅延

金を含む）を納めることで係争案件の解決を図ることが出来るスキームです。2020 年 3 月 31 日

以降に解決させる場合は、追加で 10%を余分に納付することが規定されていました。 

 

5- 2020年 3月 20日～2020年 6月 29日の間に期限を迎える、当局からのいかなる対応（通知

や公告の発行、各オーダーの承認・裁可、不服申し立て手続き、申告書、明細書、申請書、報告

書、その他書類の提出、調査手続きの完了など）、および納税者によるコンプライアンス対応（富

税法、ベナミ財産取引禁止法、ブラックマネー法、有価証券取引税法、商品取引税法、平衡税法、

Vivad Se Vishwas 法に基づくコンプライアンス、および所得税法に基づく適格投資、キャピタル

ゲインにかかるベネフィットの繰越し手続きなど）の各期限は、2020 年 6 月 30日まで延長されま

す。   

 

上記に関する法改正ならびに通達は、随時発効されます。 

  

  

GSTおよび関税に関するコンプライアンス 

 

1- 2020 年 3 月、4 月、および 5 月の GSTR-3B（月次の自己申告内訳書）の提出期限は、2020

年 6 月の最終週まで段階的に延長されます。年間売上高が 5 千万ルピー未満の会社において

は、利息、遅延金およびペナルティは課せられません。年間売上高が5千万ルピー以上の会社に

おいても、利息はかかるものの、遅延金およびペナルティは課せられません。（つまり、2020 年 2

月、3月、4月に行われたサプライに対する申告に対して延長されました。） 

 

2- 2020年 3月 20日～2020年 6月 30日の期間において GST納付が遅延した場合の遅延利

息は、現行の年率 18％から 9％に引き下げられます。尚、2020 年 6 月 30 日までに納付された

場合は、遅延金およびペナルティは課せられません。 

 

3- コンポジションスキームの選択に関しては、2020年6月の最終週にまで延長されます。さらに、

コンポジションスキームを選択する場合、2020年 3月 31日を締め日とする第四四半期にかかる

納税、および 2019年度の申告書提出日も、同様に 2020年 6月の最終週まで延長されます 

 

4- 2020年 3月 31日が期限とされていた 2018年度の GST年次申告書（GSTR 9）および GST

監査済み内訳書（Reconciliation Statement：GSTR 9C）の提出期限は、2020年 6月 30日の最

終週まで延期されました。 

 

5-「Sabka Vishwas スキーム」における納税（支払い）も、2020年 6月 30日まで延長されます。

2020年 6月 30日までに納税（支払い）を行った場合、この期間における利息は発生しません。 

 

＊「Sabka Vishwas スキーム」とは、2020年度インド国家予算の中で発表された GST以降前の



間接税にかかる紛争解決スキームで、長期にわたる直接税訴訟案件を抱えている企業ならびに

個人が、2020 年 3月 31日までに税務署からの要求納税額を納めるなどことで係争案件の解決

を図るなど、長期にわたる紛争の解決に向けた恩赦スキームです。 

 

6- 2020年 3月 20日～2020年 6月 29日の間に期限を迎える、GST法、関税法および関連法

規に基づく、いかなるコンプライアンスや当局からのいかなる対応（通知や公告の発行、各オーダ

ーの承認・裁可、不服申し立て手続き、申告書、報告書、その他書類の提出など）の各期限は、

2020年 6月 30日まで延長されます。   

 

上記 GST にかかるコンプラインスの変更については、GST 評議会の承認を得た後、必要な法改

正ならびに通達が随時発効されます。 

 

また、2020年 6月 30日までは、24時間週 7日体制で通関手続きが行われます。 
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